
変更概要

市街化区域

防火地域 既決定区域

準防火地域 既決定区域

準防火地域の指定拡大区域

【準防火地域の指定拡大区域】

市街化区域で建ぺい率60％以上に指定されている区域（約1,733ha）

ただし、以下の区域を除く
・主要地方道 大阪臨海線より海側の区域
・用途地域が工業地域に指定されている区域
・風致地区に指定されている区域
・都市計画土地区画整理事業の区域
・歴史的まちなみ保全に取り組む地区
（本町地区の用途地域が第一種住居地域の区域）


